
株主総会の定足数・決議要件 別紙１

定足数・決議要件 議案の具体例

普通決議 ・取締役、監査役の選任

・取締役、監査役等の報酬の決定

・計算書類等の承認

・清算結了の承認

特別決議 ・営業譲渡・譲受

・取締役、監査役の解任

・第3者への株式の有利発行

・合併契約書の承認

・減資

・解散

・定款の変更

特殊決議１ ・株式会社から有限会社への組織変更

・株式譲渡制限規定の設定及び変更

特殊決議２ 総株主の議決権の3分の2以上の多数

特殊決議３ 総株主の同意 競業避止義務違反による取締役の会社に対す
る損害賠償責任の免除

総株主の議決権の過半数に当たる株式を
有する株主が出席し、その議決権の過半
数以上の多数

総株主の議決権の過半数に当たる株式を
有する株主が出席し、その議決権の3分
の2以上の多数

総株主の過半数で、発行済株式総数の3
分の2以上の多数

取締役等の利益相反取引で取締役会等で承認
を受けた場合の取締役等の責任の免除


